
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月２５日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

業務用冷蔵保冷タンク

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　飲食店等において、酒又は水等の冷蔵保存、グラス等への注入を行うためのタン
クである。

○構造、仕様、意匠
　ペルチェ方式の冷却ユニットを有し、タンク下部の蛇口から客の桝、グラス等
に冷酒等を注ぐ。
　構造的にはボトルタイプの冷水機に類似している。

　定格：１００Ｖ、２００Ｗ、５０／６０Ｈｚ

○ 主な使用者、販売先
飲食店等。

２　対象・非対象の解釈
　
　非対象として取り扱う。

（理由）
　機能的には、電気冷水機に類似しているが、冷媒を用いた圧縮式又は振動式の冷
却装置を有しないものであることから、電気冷水機には該当しない。


